
 

 

①食品等事業者の責務 
     安全な食品の供給を実現するためには、食品の生産から販売に至るまでの各段

階において食品の供給に携わるものが、自ら、自覚と責任感をもって、安全な食品

を供給するよう努めることが重要です。食品安全基本法第８条第１項において、輸

入者を含む食品等事業者の責務として、自ら食品の安全性の確保について一義

的責任を有していることを認識し、食品の安全性を確保するために必要な措置を

講じることとされ、また、食品衛生法第３条第１項において、自らの責任において輸

入食品等の安全性を確保するため、必要な知識及び技術の取得、原材料の安全

性の確保、自主検査の実施等について努めなければならないとされています。 

 

②食品等事業者の記録の作成及び保存 

食品衛生法第３条第２項に基づき、輸入者は、輸入食品等の流通状況につ

いての確認が常時行えるように、食品等に関する輸入や販売状況の記録等の

適正な作成、保存に努め、食品衛生法違反が発見された場合は、関係する検

疫所又は都道府県等に当該情報を速やかに提供できるようにしてください。 

記録の作成及び保管については、「食品衛生法第１条の３第２項食品等事業者

の記録の作成及び保存に係る指針（平成１５年８月２９日付け食安発第 0829001

号）」を参考にしてください。     

    ※ 平成１５年法律第５５号による食品衛生法の改正で、”第１条の３”から”第３条”へ条番号が変 

更されています。   

                                                   

 

 

       

食品等を輸入する方は必ずお読みください 
 



食品安全基本法 

(平成 15 年法律第 48 号 抄) 

 

 

〔食品関連事業者の責務〕 

第 8 条 肥料、農薬、飼料、飼料添加物、動物用の医薬品その他食

品の安全性に影響を及ぼすおそれがある農林漁業の生産資材、食

品(その原料又は材料として使用される農林水産物を含む。)若し

くは添加物（食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号）第 4 条第 2 項

に規定する添加物をいう。）又は器具（同条第 4 項に規定する器

具をいう。）若しくは容器包装（同条第 5 項に規定する容器包装

をいう。）の生産、輸入又は販売その他の事業活動を行う事業者

（以下「食品関連事業者」という。）は、基本理念にのっとり、

その事業活動を行うに当たって、自らが食品の安全性の確保につ

いて第一義的責任を有していることを認識して、食品の安全性を

確保するために必要な措置を食品供給行程の各段階において適切

に講ずる責務を有する。 

2 前項に定めるもののほか、食品関連事業者は、基本理念にのっ

とり、その事業活動を行うに当たっては、その事業活動に係る食

品その他の物に関する正確かつ適切な情報の提供に努めなければ

ならない。 

3 前 2 項に定めるもののほか、食品関連事業者は、基本理念にの

っとり、その事業活動に関し、国又は地方公共団体が実施する食

品の安全性の確保に関する施策に協力する責務を有する。 



食品衛生法 

(昭和 22 年法律第 233 号 抄) 

 

 

〔食品等事業者の責務〕 

第 3 条 食品等事業者（食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸

入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること

若しくは器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売

することを営む人若しくは法人又は学校、病院その他の施設にお

いて継続的に不特定若しくは多数の者に食品を供与する人若しく

は法人をいう。以下同じ。）は、その採取し、製造し、輸入し、

加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、販売し、不特定若しくは多数

の者に授与し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器

包装（以下「販売食品等」という。）について、自らの責任にお

いてそれらの安全性を確保するため、販売食品等の安全性の確保

に係る知識及び技術の習得、販売食品等の原材料の安全性の確保、

販売食品等の自主検査の実施その他の必要な措置を講ずるよう努

めなければならない。 

2 食品等事業者は、販売食品等に起因する食品衛生上の危害の発

生の防止に必要な限度において、当該食品等事業者に対して販売

食品等又はその原材料の販売を行った者の名称その他必要な情報

に関する記録を作成し、これを保存するよう努めなければならな

い。 

3 食品等事業者は、販売食品等に起因する食品衛生上の危害の発

生を防止するため、前項に規定する記録の国、都道府県等への提

供、食品衛生上の危害の原因となった販売食品等の廃棄その他の

必要な措置を適確かつ迅速に講ずるよう努めなければならない。 
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